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東ドイツにおける物的刺激ファンドの改革
一報酬割増金制度と福利厚生ファンドを中心に一

白 川 欽 哉

はじめに

　ドイツ民主共和国（以下，東ドイツ）の崩壊

とドイツ連邦共和国（以下，西ドイツ）への併

合・再編から10数年が経過した。この間，両国

の経済格差は徐々に縮まったが，各種の経済指

標を見る限り，まだ統一が実質的に完了したと

は言い難い1）。この状況は，ドイツ帝国の解体

と東西分裂による国民経済的産業連関の分断後

に醸成された問題の規模と深さを示していると

いえよう。

　東ドイツの40年間の経済実績は，歴代の政権

担当者の思惑通りに西ドイツのそれを超えるこ

とはなかった。建国当初からその格差は広が

り，東ドイツ政権に対する不満が人々のなかに

蓄積されていた。その第一声は，1953年の労働

者蜂起という激しい反動となって現われた2）。

それが鎮圧されたあとは，一部の知識人・文化

1）藤澤利治「旧東ドイツ経済一体制転換から統合へ」

　（戸原四郎・加藤榮一・工藤章編『ドイツ経済』有
斐閣，2003年所収，307頁，309頁，311頁参照。

2）詳しくは，星乃治彦『社会主義における民衆の歴史』

法律文化社，1994年を参照されたい。その後，ロベル

　ト・ハーヴェマンや，ルドルフ・バーロ，ヴォルフ

ガング・ビアマンといった知識人や文化人が反体制

的な言動を理由に，政府によって弾圧された。成瀬
治・黒川康・伊東孝之『ドイツ現代史』山川出版社，

　1987年，361－363頁，367・368頁。ヘルマン・ヴェー

バー（星乃治彦・斎藤哲共訳）『ドイツ民主共和国史』

　日本経済評論社，1991年，111413頁，150－152頁をも

参照されたい。

人の体制内改革の要求が散発的に表出するだけ

であった。しかし，80年代初頭の経済危機，ソ

連共産党書記長の度重なる交代，ペレストロイ

カ路線の登場を経て状況は一変した。ソ連の変

化に否定的であった東ドイツの党・政府に対し

て，80年代後半には体制内改革運動が水面下で

拡大し，89年から90年前半にかけては，市民の

大量出国や主要都市での大規模デモがなされる

ようになった。それはさらに，ベルリンの壁の

開放と人民議会選挙での政権党の敗北という事

態をも呼び起こすことになったのである。

　本稿では，その1980年代の経済危機iと政治的

混迷のなかで，東ドイツ市民の労働・生活条件

（賃金・俸給制度をも含む）がどのように変化

したのかを分析する前提として，人民所有経営

（Volkseigene　Betriebe：以下，経営または傘下

経営とする）とその連合体である人民所有コン

ビナート3）の労働者・職員に対する物的刺激の

問題について検討する。この物的刺激に関連す

3）東ドイツの国有企業は，単一の経営Betriebとして

活動する場合，または人民所有コンビナートvolks－

eigenes　l（ombina七および人民所有経営連合
Vereinigung　volkseigeller　Betriebeなどの経営連合

体の「傘下」に統合される場合があった。1980年以

降の人民所有経営は，コンビナート傘下のそれと，

そうでないものに二分した。詳しくは，拙稿「東ドイ

　ツにおける工業企業の国家管理（1945－79年）一人民
所有企業連合とコンビナートー」，『経済学研究』（北

海道大学）第43巻第2号，39－70頁，1993年9月を参照

　されたい。
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る制度改定は，経済危機のピーク時に経済計算

制（資金自己調達の原則，自己責任の原則）の

強化4）に連動して実施された。物的刺激によっ

て，経営単位での労働者・職員の勤労意欲を引

き上げ，最終的には国民経済的次元で労働生産

性を上昇させることがその目的であった（コス

ト削減，品質改善，研究・開発などをも含む）。

物的刺激の基本形態は，賃金・俸給を超える割

増金制度や経営内福利厚生施設であり，その原

資は各経営の利益から，あるいは原価回収方式

によって自己調達されていた。本稿では，この

物的刺激のシステムが，70年置に至るまでどの

ように形づくられてきたのか，そしてまた70

年代末から80年代初頭の危機に際してどのよう

な変更を受けたのかを分析する。

1　経済危機と経済計算野卑革

　東西ドイツ間にはすでに建国期から，一人当

たり国内総生産（GDP）の大きな格差が存在し

ていた。その格差は，東ドイツの経済成長が鈍

化した1950年代後半から「ベルリンの壁」構築

までの時期，そしてまた成長率が回復した経済

改革期（63－70年差にも拡大し続けた。先のベル

リンの労働者蜂起が発生した53年に約2．0倍

だった格差は，ホーネッカー政権が誕生した7！

年には2．8倍にまで増加したのである5）。その

後，オイルショック時には，西ドイツ経済の成

長率の低迷もあって格差が拡大することはな

かった。むしろソ連からの原油供給に守られて

第70巻　第4・5合併号

　　73－75年には格差が縮まるかにみえた。しかし，

　　原油供給条件の変更に起因する交易条件の悪化

　　により，東ドイツ経済は70年代末から困難な状

　　況に陥った。そして，80年代半ば以降，東ドイ

　　ツはその落ち込みから抜け出せなくなってい

　　た。

　　　このことは，労働生産性の伸び悩みにも関連

　　する事態であった。第！表では，生産的分野の

　　就業者1人当たりの生産国民所得6）が，ベルリ

　　ンの壁構築からウルブリヒトからホーネッカー

　　への政権交代直前（1961－70年）まで比較的安定

　　して伸びていたことを確認できる。しかし，第

　　一次オイルショック後の76・80年には，対前年

　　比でも，五ヵ年平均でも，その伸び率は低落

　　し，以後低水準で推移するようになった。ま

　　た，生産性の上昇を技術的に下支えする固定設

　　備の装備状況（就業者1人当たり）も，ほぼ同

　　時期から徐々に悪化していたことがわかる。そ

　　れに加えて，固定設備の老朽化は，生産性の停

4）計画経済下の独立採算制（あるいはソ連型のホズ
　ラスチョート＝経済計算制）は，経営の最終意思決定

　に，党，国家機関，労働組合の意志が強く作用してい

　るという意味で資本主義のそれとは異なる。その強

化という場合，経営サイドの意思決定権の量や範囲
　の拡大を意味する。
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5）東ドイツの国民所得の動向については，下記の文
献で様々な定義を用いて分析を試みた。拙稿「東ド

　イツにおけるコンビナート改革（1976－85年）一工業

組織改革の構想と問題点一」，『土地制度史学』第152

号，1996年7月，4－5頁，拙稿「東ドイツにおける
投資金融改革　一『資金自己調達』とその限界一」，

　『経済学研究』　（北海道大学）第47巻第4号，1998年

　3月，171－176頁，拙稿「東ドイツ経済の崩壊と東西

統一後の市場経済化」，門脇延行・酒井正三郎・七二
編著『体制転換と企業・経営』（叢書『現代経営学』

第20巻，第7章），2001年，191－193頁。

6）東ドイツの公式統計で用いられる生産的分野に
　は，工業，手工業，農林水産業，通信・運輸，・商業

のほか，クリーニング，印刷・出版，修理・修繕サー

　ビス，各種計算機センター，映画製作，住宅関連サー

　ビスが含まれる。Statistisches　Amt　der　DDR（Hrsg．），

　8観‘語8cんε8　Jdんr伽。んdεr　1）DR1990，　S．97－98．東ド

　イツの統計の問題性については，クラウス・コッケル

　（濱：砂敬郎訳）「旧ドイツ民主共和国における政府統

計の若干の問題点」，九州大学ドイツ経済研究会編『統

　合ドイツの経済的諸問題』九州大学出版会，1993年所

　収。虚偽の報告，恣意的な数値の改窟や隠蔽，さらに

　は統計把握の方法論の違い（ソ連のMa七erial　Product

　Systemと国連のSystem　of　National　Account）が分

　析の障害になってきた。



東ドイツにおける物的刺激ファンドの改革

第1表　就業者（生産的分野）1人当たりの諸指標’）

年

生産国民　　　　　　　　　　（伸び率）　（5ヵ年平均）所得2）

mマルク］　　　［％］　　　　［％］

固定資本　　　　　　　　　　　（伸び率）　（5ヵ年平均）装備額2）

mマルク］　　　［％］　　　　［％］

1961 12，444　　（2．0） 77，022　　（4．9）

1962 12，839　　（3．2） 81，085　　（5．3）

1963 13，411　　（4．5） （4．2） 85，772　　（5。8） （5．0）

1964 ！4，034　　（4．6） 89，545　　（4．4）

1965 14，691　　（4．7） 93，628　　（4．6）

1966 15，436　　（5．1） 97，807　　（4．5）

1967 16，201　　（5．0） 100，914　　（3．2）

1968 17，076　　（5．4） （5．3） 105，556　　（4．6） （4．0）

1969 17，945　　（5．1） 109，229　　（3．5）

1970 18，953　　（5．6） 114，407　　（4．7）

1971 19，815　　（4．6） 120，383　　（5．2）

1972 20，955　　（5．7） 126，254　　（4．9）

1973 22，125　　（5．6） （5，5） 132，844　　（5．2） （5．4）

1974 23，472　　（6．1） 139，519　　（5，0）

1975 24，581　　（4．7） 148，340　　（6．3）

1976 25，289　　（2．9） 155，369　　（4．7）

1977 26，509　　（4．8） 162，554　　（4．6）

1978 27，346　　（3．2） （3．9） 169，645　　（4．4） （4．4）

1979 28，309　　（3．5） 176，679　　（4．1）

1980 29，456　　（4．1） 184，846　　（4．6）

1981 30，688　　（4．2） 192，011　　（3．9）

1982 31，305　　（2．0） 200，127　　（4．2）

1983 32，532　　（3．9） （3．9） 207，848　　（3．9） （3．9）

19＄4 34，188　　（5．1） 215，372　　（3．6）

1985 35，837　　（4．8） 223，755　　（3．9）

1986 37，410　　（4．4） 232，947　　（4．1）

1987 38，648　　（3．3） 240，937　　（3．4）

1988 39，701　　（2．7） （2．9） 249，419　　（3．5） （3．7）

1989 40，822　　（2．8） 260，292　　（4．4）

1）生産的分野の就業人口。生産的分野の定義は、本文の脚注6を参照されたい。

2）生産国民所得は1985年価格を，年平均固定設備残高は86年価格をベースに算定された数値を用いてあ
　る。いずれも、89年の数値は暫定値である。

＊なお、表中の1985年以降の数値は、84年末の固定設備資産価値の評価換え（1985年の恣意的引上げ）に

関する財務省通達の影響で、実際よりも高く計算されている可能性がある。

資料：Statistisches　Am七der　DDR（Hrsg．），　Sεα’ε8傭。んe8。地加蝕。んder　DDR　1990，Berlin，　S．13，　S．16　und

　　　S，18；Anordnung　aber　die　Umbewertung　der　Grundmittel　vom　14．　Dezember　1984，　in：αBL．艶‘Z乙

　　　Nr．37，S．450－456．
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滞・低下に拍車をかけていた7）。

　1970年代半ばを境に行き詰まりを見せ始めた

東ドイツ経済の立て直しに向けて，ドイツ社会

主義統一党と政府（以下，党・政府）は，国家

機i関と人民所有経営の問で管理と生産の中間環

として活動してきた人民所有経営連合と人民所

有コンビナートを，後者への一元化という形で

再編した（コンビナート改革）。それにより，国

家的管理システムの簡素化と分権化を前提とす

るコンビナート内部での集権化が試みられたの

である8）。

　それとならんで，党・政府は，社会主義の優

位性としての完全雇用と社会保障の充実をス

ローガンとして掲げ，労働生産性の引上げこ

そ，それを維持・発展させる手段である，と内

外にアピールした。そして，1970年代後半から

80年代初頭にかけて，生産，製品，技術のマイ

クロエレクトロニクス化，品質向上，資源の節

約と再利用，そのための重点投資が経済政策の

中心におかれるようになった。

　そうした基盤作りに加えて，党・政府は，計

画策定とその管理の側面からも改革を行った。

第2表に示したように，コンビナートとその傘

7）使用年数11年以上の固定設備資産（取得価格
　1000マルク以上）の割合は，1977年目42％から85
年の50％に増加した。lnstitu七fUr　angewand七e
Wirtschafしsforschung（Hrsg．），例r診8cんαβ8repor孟．

1）α孟eπππd施肋η鋤rω‘r‘8Cんα繊CんeπLαge
O8孟｛1e碗scんZαπ（18，　Berlin　1990，　S．57．

8）表面的には，国家的集権システムからコンビナー

　トに一部権限を委譲する分権システムへの転換を目
指す改革ではあったが，実際には，分権を条件に国
家機関が負っていた責任の一部をコンビナートに委

譲するものでもあった。それは，コンビナート内の
集権制を強めることにつながったといえよう。犬飼

欽也「新型コンビナート形成による適応一DDR管理
計画化の新段階一（H）」，新潟大学『商学論集』第

　18号，1986年，76頁，ならびに拙稿「東ドイツにお

　ける工業企業の国家管理（1945－79年）…」，68－70

頁，1993年9月，前掲「東ドイツにおけるコンビナー
　ト改革：（1976・85年）…」，10・11頁参照。

第70巻　第4・5合併号

　　下経営の業績評価においては，1980年から83年

　　までの間に，“粗生産高”（工業生産高〉指標か

　　ら，“純生産高”や“純利益”などネットの指

　　標が重視されるようになった。それにも関連し

　　て，コスト引下げが原燃料・資材にとどまらず，

　　あらゆるコストに対して向けられるようになつ

　　たこと，国内外向けの販売の促進に向けて品質

　　向上や新製品の開発に対する要求が強くなった

　　ことも確認されよう。

　　　この計画経済上の指標の変化は，人民所有経

　　営（あるいはその上級機関であるコンビナー

　　ト）の経済計算制に関する制度改定に連動する

　　ものであった。1982年1月に公布された『経済

　　計算制に関する政令』（以下，『82年政令』）9）で

　　は，前掲第2表の指標である商品生産“100マル

　　ク当たりの総コスト”および“原燃料・資材コ

　　スト”の引下げが，国家課題（Staatliche　Auf・

　　gabe）あるいは国家計画条項（Staatliche

　　Planauflage）であることが明記された10）。ま

　　た，同『政令』では，計画条項が実現されなかっ

　　た場合の措置として，未達成の原因と計画性回

　　復のための施策からなる「コスト監査報告書」

　　の提出が義務付けられた（第8条第1項～第3

　　項）。こうした略式処分に加え，各経営の財務

9）Verordnung血ber　die　weitere　Vervollkommnung

der　wirtschaftlichen　RechnungsfUhrung　auf　der
Grundlage　des　Planes　vom　28．Januar　1982，　in：Ge－

8e‘2わZα麗der　D1）R‘以下G．B五♪艶‘Z∫．　Nr3　S．85fE

第3条第1項と第3項。
10）国家課題とは，計画の作成段階にコンビナートや

　経営に下達される課題である。この課題を基準にコ
　ンビナートや傘下経営は，独自の計画を立案しそれ

　を上位機関に申請する。他方，国家計画条項は，コ
　ンビナートや経営から申請された計画案に基づいて

　策定され，再びコンビナートや経営に下達される計

　画文書である。この計画文書が下達される前には，

　閣僚評議会または各省庁の大臣・長官の承認が必要
　である。なお，国家計画条項は，国家課題とは異な

　り拘束性を持つ法的文書として扱われる。
　Autorenkollektiv，　δん。ηρm‘8cんθ8　Lα彫漉。π　A－G

　ωπ（111－P，Berlin　1979，S．195　und　S．689．
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　　　東ドイツにおける物的刺激ファンドの改革

第2表　人民所有コンビナートの業績評価に関する諸指標

1980年6月 1981年4月 1983年3月

工業生産高 工業生産高 ⇒削除

純生産高1） 純生産高1） 純生産高1）

原燃料・資材コスト2） 原燃料・資材コスト2） （B）へ
（A）業績評価のた

@めの主要指標
皿 一

純利益3）

一 一 国民向けの製品・サービス

一 一 輸出

純利益3） 営業損益 （A）へ

労働生産性の引上げ 労働生産性の引上げ 純生産高ベースの労働生産性

原価の引下げ 原価の引下げ 100マルク当たりの総コスト

（B）その他の質的

@な評価指標
Q商品の割合の増加4） Q商品の割合の増加4） 新開発製品やQ製品の生産

契約に見合った生産5） 契約に見合った生産5） ⇒削除

｝ 期限通りの、質の高い投資 ⇒削除

一 一 原燃料・資材コスト2）

1）100マルクの商品生産にかかった原燃料・資材コスト
2）粗生産高から原燃料・資材費用，家賃・使用料，減価償却費，その他の生産的サービスの費用（修理・修繕、運輸，保

　管など）を差し引いたもの。

3）輸出入差額をも含む統一的営業損益から生産フォンド使用料，雑収入，労働力計画の超過達成によって生まれた利益，

　違約金・制裁金を差し引いたもの。1983年以降はそれに収益割増金が加算された。

4）Q商品（Qualitatsware）とは，高品質を保証するマークとして「Q」が付与されている商品のことをさす。

5）国内外向けの取引における契約が計画通りに履行されているかどうかを確認するために設けられた指標。

資料：Doris　Cornelsen∠Manfred　Meltzer1Angela　Scherzinger，DDR－Wirtschaftssystem：Reform　in　kleinen　Schri枕en，

　　in：Vεεr孟ψαんr8んeμθ鋤r冊諺r孟scんαβ81brscん配πg（1ε8　DI四Heft　2，1984，S204；Anordnung丘ber　die　Planung　und

　　ZufUhrung　der　staatlichen　Er16szuschlages　vom2．Juni　1983，　in：GB五艶‘Z一τ，Nr．11，　S．164－165．

ファンド（業績ファンド，投資ファンド，自由

裁量ファンド，準備ファンド，宣伝ファンド：

第3表参照）の運屠を「部分的に凍結する」こ

とになったことは，自己責任の原則と資金自己

調達の原則を以前よりも実質的なものにするた

めの方策であった。凍結の対象となる財務ファ

ンドのうち業績ファンド（後述）は人民所有経

営における合理化施策だけでなく，労働条件・

生活条件の改善に用いられる資金であった。ま

た投資ファンドは，言うまでもなく，重要な拡

大再生産資金である。こうした制裁的処分を通

じて，国家課題や国家計画条項への拘束性が高

められることになったのである。

　『82年政令』は，先の計画指標の変更と併せ

て，純利益の形成と運用に関する諸原則をも定

めた。それ以前は，“純利益”計画が未達成の場

合，財務省と国家計画委員会が通達するガイド

ライン（『資金運用指針』）にしたがって，純利

益控除（NettogewinnabfUhrung：国庫納入義

務の一つ）の減免が認められていた11）。そうし
　　　　　　　　パタ　ナリズム
たいわば政府の温情主義は財政収入の障害と

なっていたし，またそれ以上に各経営の収益獲

得意欲を削ぐことになりかねなかった。『82年

政令』以後は，その改善に向けて国庫納入義務

の完全履行が要請されることとなった。それに

11）Finanzierungsrichtlinie　f載r　volkseigene　Wir七．

schaf℃vom　21．　August　1979，in：G．BL．艶‘Z」r，Nr28，

S．254のN－4，IV－5，　Vl－3．
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第3表　コンビナートと経営における自己ファンドの資金源と使途

1979年指針 1982年指針 1983年指針 1984年指針
資金源 ファンドの使途 人民所

L経営
コンビ

iート
人民所
L経営

コンビ

iート
人民所
L経営

コンビ

iート
人民所
L経営

コンビ
iート

1．報酬割増フアン
@ド1） 純利益 年末手当、イニシアチブ手

磨A目的別手当
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －一 @i：』

2業績ファンド2） 純利益

合理化施策（投資ファンドへの繰入）および福利厚生

{設の拡充
○ 06） ○ 07）i ○ 07） ○ 浜◇：欺

3．青年社会主義者
綠ﾀ3） 純利益

青年向けの文化・スポーツ・
激Wャー施設の拡充、投資ファンド繰入

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 『　’　1　　　　．「；

4．文化・社会ファ

@ンド
原　価

文化・スポーツ・レジャー
{設、旅費補助、経営内医
ﾃ施設の運営

○ 06） ○ 』，Q7｝1 ○
：℃9），．

○ ◎1穿二

5．自由裁量ファン

@ド
純利益

労働者・職員（管理職を除
ｭ）ならびに労働集団への
ｨ的報奨

一 ○ 一 ○ 一 ○ 一 ○

6．投資ファンド4） 純利益 固定設備投資 ○ ○ ○ ○ ○ ○ つ王G）1 ：：◇16）．

7．科学・技術ファ

@ンド
原　価

研究・開発課題（基礎・応
p研究、試作品の製作、ラ
Cセンス・特許）

○ 06） ○ 『・宦w 081．・ ○ 08） ○

8．リスク・ファン

@ド
原　価

新製品開発における危険負

S ○ 06） ○ ○ ○ ○ …」 ○

9修理ファンド5） 原　価 固定設備の修理・補修、
Iーバーホール

○ 一 ○ ○ ○ ｝r ○ 一

10準備ファンド 純利益
研究・開発、保管、報奨、
ﾂ務返済、国庫納入の際の
窓熾s足への補助

一 ○ 一 ○ 一 ○ 一 ○

ll．特別ファンド 純利益 軽工業のモード商品の生産
ﾉ限って使用される。 一 『 ○ 一 ○ 一 ○ 一

12．宣伝ファンド 原　価
国内販売・輸出のための宣
`・広告 一 ○ 一 ○ 一 ○ 一 ○

＊　元資料とは異なり、目的別にファンドを分類した。丸印（○）は、当該ファンドが人民所有経営あるいはコンビナート
　を単位として形成されることを示す。網掛け部分は、先行する指針から改定されたことを示す。
　　1～5のファンドは，主に労働条件・生活条件に関連する。6～12のファンドは、投資、研究・開発、宣伝などに使用された。
（表山）

1）超過純利益からも調達され得る。経営内職業訓練校の生徒のための文化・社会ファンドおよび報奨ファンドは、原価か
　ら調達される。
2）超過純利益からのみ形成される。1987年指針からは、計画純利益からも調達されるようになった（ただし、その場合、
　使途は労働・生活条件の向上に限定される）
3）超過純利益および業績ファンドからの資金繰入によって形成される。
4）投資ファンドの財源は、純利益の他に、減価償却資金、国家予算資金、利付・無利子銀行信用、業績ファンドの一部、

　青年社会主義口座資金の一部などがある。

5）79年の財務指針では、修理ファンド（Reparaturfonds）。82年以降の財務指針では、維持・補修ファンド
　（Instandhaltungsfonds）。

6）傘下経営の当該ファンドをコンビナート本部に集中して形成される。
7）傘下経営の当該ファンドは、コンビナート本部に集中することが可能である。
8）コンビナート長決定で、このファンドを形成する傘下経営が指定される。
9）コンビナートを単位として形成される場合にのみ本部に集中することができる。その場合、同ファンドはすべての傘下
　経営が利用可能な施設に充てられる。投資への転用は禁じられている。
10）この財務指針により、コンビナート独自の責任で獲得・使用される投資ファンドと国家計画に則って形成・使用される

　投資ファンドに区分された。
11）当該ファンドの形成・使用に関する法文書に則って、コンビナート本部への集中が決定される。

資料：Finanzierungsrichtlinie　fUr　die　volkseigene　Wirtschaft　vom21，　August　1979，　in：GβL．（蹴Z∫，Nr28，　S301；Anordnung

　　Ober　die　Finanzierungsrichtlinie　fUr　die　volkseigene　Wirtschaf七vom　2＆Januar　1982，　in：G召五．囮Z∫，Nr．5S．

　　122－123；Anordnung血ber　die　Finanzierungsrichtlinie　fUr　die　volkseigene　WirtschafL　vom　14．　Apri1983，　in：GBL．

　　盟π，Nr．11，　S．119－120；Anordnung廿ber　die　Finanzierungsrichtlinie　fUr　die　volkseigene　Wirtschafしvom　27．

　　Februar　1987，　in：GBL．艶‘Z　I，Nr．9，　S．l16．このほか、業績ファンド、青年社会主義口座資金、科学・技術ファンド、

　　維持・補修ファンド、宣伝ファンド、リスク・ファンドに関する法令を参照して作成。
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東ドイツにおける物的刺激ファンドの改革

加えて，純利益の獲得が計画額に満たなかった

場合には，コンビナートや傘下経営の自己ファ

ンドが取り崩されることになった12）。

∬　報酬割増金と福利厚生ファンドの制度的変

純利益）の獲得と結びつけられた業績ファンド

の形成について確認することにしよう。また，

業績ファンドとともに，経営内福利厚生の資金

源となった文化・社会ファンドと青年社会主義

者口座についてもその一部を紹介する。

遷

　以上で見てきたように，経済危機に対処すべ

く目標に据えられたコスト削減と純利益の増大

は，国家計画遂行の厳格化と制裁措置によって

誘導されていた。他方で，先の　『82年政令』

は，コンビナートや傘下経営の労働者・職員，労

働者集団への物的刺激をも計画の完全履行の手段

にあげている（同『政令』第10条）。先の第3表に

あげた，報酬割増ファンド（Pramienfbnds），業

績ファンド（：Leistungsfonds），青年社会主義者

口座資金（Konto　junger　Sozialisten），文

化・社会ファンド（Kultur－und　Sozialfbnds），

コンビナート長の自由裁量ファンド
（VerfUgungsfonds　des　Kombinatsdirektors）

は，そうした物的刺激のための財務ファンド

（以下，物的刺激ファンドと総称）であった13）。

以下では，純利益の運用計画の策定と実施にお

いて，純利益控除に次いで優先された報酬割増

ファンドと，計画を超える純利益（以下，超過

12）この『82年政令』の要請は，同年同日発効した『人

　民所有経済の資金運用指針に関する財務省通達』の

　附則H－3に反映された。Anordnung並ber　die　Fi－

　nanzierungsrichtlinie　fαr　die　volkseigene　Wirt－

　schafむvom　28．　Januar　1982，　in＝GBL．艶記．r，Nr．

　5，S．114のAnlage　zu　vors七ehender　Anordnungを参

　照されたい。

13）なお，これらのうち，業績ファンド，青年社会主義者

　口座資金は投資ファンド（Inves七itions｛bnds）1こ転用

　が可能なファンドである。本来の使途とは異なる形

　での資金運用はファンド固有の目的を阻害する可能

　性もあった。1982年の制度改定の核ともいえる投資

　ファンドの形成と運用をめぐる諸問題については拙

　稿を参照されたい。前掲拙稿「東ドイツにおける投
　資金融改革…」。

①物的刺激ファンドの生成期

　東ドイツの報酬割増制度の始まりは，1950年

代初頭にさかのぼる（第4表）14）。51年には，各

経営内のエンジニア・技術者，職場長，販売・

資材調達・営業担当職員（以下，専門的スタッ

フ）に対して，“粗生産高”計画，“原価削減”

計画，“粗利益”計画をすべて達成・超過達成

することを条件に報酬割増金が支払われる制度

が作られた15）。翌52年には，一般の労働者・職

員向けの報酬割増金の原資として，経営長ファ

ンド（Direktorfonds）が形成されることになっ

た。同ファンドは，計画の達成・超過達成に対

する割増手当の支給や福利厚生施設の建設・維

持・運営のために運用されていた。いずれも，

経営内の専門的スタッフと一般の労働者・職員

あるいは労働集団を，各種計画の達成・超過達

14）この分野の先駆となった邦語研究は，正亀芳造
　「DDRにおけるプレミアム制度の変遷」，『六甲台論

　集』第24巻第1号，昭和52年4月越ある。なお，こ
　の制度の生成期は，1949～50年に試験的に行われた
　二ヵ年計画を受けて，第一次五ヵ年計画（51－55年）が

　始動した頃である。またソ連占領の終了宣言後に，

　重要工業部門において対ソ賠償の担い手となってい

　たソビエト株式会社が人民所有経営に転換された時
　期でもあった。計画経済の運営に携わる管理スタッ

　フへの優遇や，返還された鉱山・冶金部門，化学部

　門，機械製造を含む金属加工部門の重点工業化に伴

　う優遇措置は東ドイツの賃金・俸給制度を強く規定

　していたものと考えられる。その詳細は，別稿にて
　検討する。

15）Verordnung　Uber　die　Pramienzahlung　fUr　das

　ingenieur七echnische　Personal　einschlieBlich　der

　Meis七er　und　fUr　das　kaufmannische　Personal　in

　den　volkseigenen　und　ihnen　gleichgestell七en
　Be七rieben　vom　21．Juni　1951，in：GBL．，Nr．78．
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面4表物的刺激ファンドの変遷

資金繰入れの条件 繰入れ額 備　　　　考

1951－56
i専門スタッフ向け）

生産計画．原価削減計画、
?益計画をすべて達成 月額賃金・俸給の5～20％

産業部門、経営規模、経営内労働集団ごとに異な
骭J入れの割合が決定。

または超過達成（四半期ご
ﾆに決算）

1％の超過達成⇒月額賃
焉E俸給の1．2～2．8％

さらに、工業部門、専門、職場内の地位などにより
i差が量的にも、質的にも大きい。

生産計画と原価削減計画ないし利益計画を達成

賃金・俸給総額の4．0％ 使途が合理化投資や発明奨励の場合、賃金・俸給総
zの1．0％

1952－54年
i労働者・職
�?け）

生産計画と原価削減計画ないし利益計画が未達成 賃金・俸給総額の2．5％（54
Nから3．0％）

生産計画と原価削減計画ないし利益計画を超過達成 超過分の30．0～45．0％（54年から45．0～60。0％） 使途が合理化投資や発明奨励の場合、原価削減あるいは利益超過分の25．0％

生産計画、原価削減計画、
?益計画をすべて達成

賃金ファンド計画額の
S．0％

1955－56年
i労働者・職員向け）

上記計画のいずれが未達成 賃金ファンド計画額の
P．5％

上記計画のすべてが超過達
ｬ

原価削減あるいは利益超過
ｪの45．0～60．0％

1．0％の計画超過に対して、賃金ファンドの約0．04％に相当する。1955年

生産計画の達成 賃金ファンド計画額の
Q．0％

支給面で、エンジニア・技術者、職長等に有利な
z分が行われた。

生産計画の超過達成
1％の超過達成⇒賃金ファンド計画額の0．25％

ただし、利益計画が同時に達成されていることが
�

1957－63年
i専門スタッ
tと労働者・
E員向けと
ﾌ二本立ﾄ）1）
抹ｶ化・社会ファンドの

n設

生産計画の未達成 達成の程度に応じ、2％未
桙ﾅ繰入される

利益計画の達成 賃金ファンド計画額の
Q．0％

支給面で、エンジニア・技術者、職長等に有利な
z分が行われた。

利益計画の超過達成 利益計画超過額の60％
ただし、生産計画と原価削減計画も同時に達成さ
黷ﾄいることが条件

利益計画の未達成 繰入なし

計画指標『（粗）利益』の達成（67年から『純利益』）

賃金ファンド計画額の
S．5％が基準額

計画指標の達成度によって基準額への繰入れ金額
ｪ増減

1964－67年
i専門スタッフと労働者・

E員向けと
ﾌ統一）

計画指標『（粗）利益』の達成（67年から『純利益』） 研究・開発部では、同計画
zの6．5％が基準額

計画指標の達成度によって基準額への繰入れ金額が増減

計画指標『純利益』の達成『 純利益に占める割増ファン
hの割合（％）

左記の割合で算定された基準額に＼計画指標の達
ｬ度に応じて繰入れ額を増減

1968－70年
計画指標『純利益』の達成

純利益増加額に占める割増ファンド増加分の割合（％） 左記の割合で算定された基準額に、計画指標の達成度に応じて繰入れ額を増減

1971年 計画指標『純利益』の達成 形成基準額が国家機関から
w示される

追加的繰入れ額は、純利益計画の超過達成に応じて増減．

計画指標『商晶生産高』と
w純利益』の達成

形成基準額が国家機関から
w示される

1972－82年＊業績ファンドと青年

ﾐ会主義者
綠ﾀの新設

計画指標『商品生産高』の
ｴ過達成

1％の超過達成⇒報酬割増．
tァンド額の1．5％追加

74年には、報酬割増ファンド額の2．5％に引上げ．

計画指標『純利益』の超過

B成

1％の超過達成⇒報酬割増ファンド額の0．5％追加

74年には、報酬割増ファンド額の0．8％に引上げ

注1）このほか、研究・開発スタッフ向けの特別割増金ファンドが形成され、賃金・俸給計画額の6．5％がファンドに繰入れられた。
　　さらに、原価回収方式で形成された文化・社会ファンドがこの時期に設けられた。

資料：Verordnung且ber　die　Pramienzahlung　fUr　das　ingenieurtechnische　Personal　einschlieBlich　der　Meister　und　fUr　das

　　kaufmannische　Personal　in　den　volkseigenen　und　ihnen　gleichgestellten　Betrieben　vom　21．Juni　1951，in：σβL．，
　　Nr．78；Verordnung貢ber　die　Bildhng　und　Verwendung　des　Direktorfbnds　in　den　Betrieben　der　volkseigenen　Wirtschafしim

　　Planjahr　1952　vom　25．　Marz　1952，in：αBL．，Nr．38；Verordnung　aber　die　Bildung　und　Verwendung　des　Direktorfbnds　in　den

　　Betrieben　der　volkseigenen　Wirtschaft　im　Planj　ahr　1954　vom　18，　Marz　1954，in：OBL．，Nr．31；Verordnung曲er　den

　　Betriebspramienfonds　sowie　den　Kultur週md　Sozialfonds　in　den　volkseigenen　und　ihnen　gleichgestellten　Be七Tieben　vom

　　　11．Mai　l957，in：GBL．圃Z一τ，Nr．36；BeschluB茸ber　die　Bildung　u耳d　Verwendung　des　einheitlichen　Pramienfonds　in　den

　　volkseigenen　und　ihnen　gleichgestellten　Betrieben　der　Industrie　und　des　Bauwesens　und　in　den　WB　im　Jahre　1964　vom

　　’30．Januar　l964，in：G、B五．乃‘Z∬，Nrユ0．；Verdrdnung　Ober　die　Bildung　und．Verwendung　des　Pramienfbnds　in　den
　　volkseigenen　und　ihnen　gleichgestellten　Betrieben　und　den　WB（Zentrale）茄r　das　Jahre　1968　vom　2．Februar　l967，in：

　　　GBL．艶‘Z∬，Nr．ユ7；Verordnung　tiber　die　Bildung　und　Verwendung　des　Pramienfbnds　und　des　Kultur－und　SoziaHbnds　fUr

　　　das　Jahre　1971　vom　20，Januar　1971，in＝GBL．艶π∬，Nr．16；Verordnung　tiber　die　Planung，　Bildung　und　Verwendung　des

　　　Pramienfbnds　und　des　I（ultur－und　Sozialfbnds　fUr　volkseigene　Betriebe　im　Jahre　1972　vom　12．Januar　1972，in：GBL。艶‘Z

　　　∬，Nr．5；Zweite　Verordnung且ber　die　Planung，　Bildung　und　Verwendung　des　Pramienfbnds　und　des　I（ultuトund
　　　Sozialfbnds　fUr　volkseigenb　Betriebe　im　Jahre　1972　vom　21．Mai　1973，in：GBL．‘7セ甜∫，Nr．30；Anordnung　aber　die

　　Anwendung　von　Stimulierungssatzell　fUr　den　Pramienfbnds　bei　hberbietung　der　staatlichen　Aufgaben　zur　Ausarbeitung
　　　der　Jahresvolkswirtschaf毛splane　von　5．　August　1981，in：σBL．乃記一τ，Nr．25，
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成に誘導するという目的で作られた制度であっ

た16）。その際，一般の労働者・職員よりもエン

ジニア，職長などの特殊な技能や資格を持った

者への支給が高く設定されていた。当時は，そ

うした地位や機能を担うスタッフへの経済的刺

激が，生産力引上げの第一義的な手段であると

考えられていたといえよう。

　1957年になると，専門スタッフ向けの割増金

支払い制度と経営長ファンドを統合した経営報

酬割増ファンド（Betriebspramienfonds）が登

場した。このファンドにも経営長ファンドと同

様に，“粗生産高”計画，“原価削減”計画，“粗

利益”計画の達成状況に応じて，賃金ファンド

の一定割合に相当する金額が利益から繰入れら

れた。制度の統合により，ファンドの運用も統

一化されるかに思われたが，支給時には以前と

同様に専門スタッフに有利な配分がなされてい

た（第4表注1）。また，経営内の研究・開発

部の構成員向けには，別立てのファンド形成が

認められてもいた。制度全体として，専門ス

タッフと一般労働者・職員との格差は縮まらな

かったのである17）。

　1957年からは，さらに文化・社会ファンドが，

経営内福利厚生施設の充実に向けて形成される

ことになった。報酬割増制度が純利益を原資と

していたのに対して，文化・社会ファンドの資

金は原価回収方式で調達されていた。また，前

者においては割増金の支給を生産高，コスト，

16）Verordnung　Uber　die　Bildung　und　Verwendung

　des　Direktorfonds　in　den　Betrieben　der　volksei－

　genen　Wirtschaft　im　Planj　ahr　1952　vom　25．　Marz

　1952，in：OBL．，Nr．38．以後，1956年まで毎年ほぼ同様

　の閣僚評議会令が公布され続けた。なお，専門的ス

　タッフと一般の労働者・職員の区別なく，経営内の

　教育や，事業所内のスポーツ活動，社員食堂，社宅

　の建設と改修，保育園・幼稚園への補助などのため

　にも，経営長ファンドは運用されていた。この部分

　は，後述の「文化・社会ファンド」と重なる。

利益に関わる計画目標に関連づけることによっ

て，専門スタッフ，労働者・職員の労働意欲を

刺激する目的があったのに対して，後者には，

そうした関連性はなかった。

　文化・社会ファンドは，（1）労働条件の改善に

向けては，社員食堂の充実，交替制労働者の優

遇，女性労働の軽減などに，（2）生活条件の改善

に向けては，社宅の修繕・補修・増築への補助，

保育所・幼稚園・休暇保養施設の充実に使用さ

れた。また，労働者教育・再教育，文化施設・

文芸クラブ・文化サークルへの助成，経営内図

書室の拡充，大衆スポーツ・クラブの奨励，経

営内医療施設への助成，病気の予防対策，労働

者自衛団・民間防災組織への支援，退職者の扶

助活動，冠婚葬祭などの分野にも，文化・社会

ファンドが運用された18）。こうした労働者・職

員の日常生活全般に関わる福利厚生施設の拡充

は，間接的ではあるものの，労働意欲の向上を

促すものであった。
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17）Verordnung　aber　den　Betriebspramienfonds
　sowie　den　K：ultur－und　Sozialfonds　in　den　volksei－

　genen　und　ihnen　gleichges七ell七en　Be七rieben　vom

　11．Mai　1957，in：GBL．艶記1，Nr．36；Johannes
　Frerich！M：artin　Frey，1磁アτ（1bπcん　（∬er　Ge8cん‘cん孟θ

dεrSO2‘αな）oZ‘醗語Deμ孟8CんZαηdBαπda
802‘αZpoZ‘娩肋dθr　Pε膓Cんεπ1）e那0たr翻8Cんεπ

R¢ρ配わZ論，MOnchen　und　Wien　1996，S．134．

18）その後，文化・社会ファンドは制度的に大きく変
　更されることはなかった。参考までに，同ファンド
　は，ig70年代半ばには約30億マルク，80年には35億

　マルク（文化向けの国家歳出は23億5000万マルク）

　が形成・運用され，83年の計画では36億マルクが予

定されていた。80年の金額の内訳は，24億5000万マ

ルクが福利厚生・医療施設向けに，3億5000万マルク

が休暇・保養への助成に，1億8000万マルクが文化的

活動の助成に，2億5000万円がスポーツ活動や青少

年の活動への助成に運用された。Bundesministe－
rium　fUr　innerdeutsche　Beziehungen（Hrsg），1）1）盈

παη｛1肱。ん∠4－1｝，3．，豊berarbei七ete　und　erweiterte

Auf1．，K61n　1985，S．776；Die　Staa七liche　Zentralver－

waltung　f廿r　Statisもik（Hrsg．），8’α孟‘s古‘8cんε8　Jdん匹

わ拐。んder　1）pLR　1988，BεrZ‘π1988，β．261．
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②経済改革期の物的報奨制度

　1963年以降の経済改革期には，それまでとは

異なる報酬割増金制度が作られた。第一に，

“粗利益”計画（67年からは“純利益”計画）

の達成と超過達成が，資金繰入れの条件として

最優先されるようになったことがあげられ

る19）。報酬割増ファンドへの資金繰入れに際し

ては，賃金ファンドの計画額に固定された配分

比率を乗じた「基本額（Grundbetrag）」があら

かじめ設定され，それに“粗利益”計画の達成

度に応じた金額が追加的に繰入れられた。経済

改革期後半（68－70年）になると，賃金ファンド

は基本額の算定から外された。それにかわって

純利益計画額が算定の基礎となり，それに「純

利益（の増加分），に対する報酬割増ファンド（の

増加分）の割合」が乗ぜられることになった20＞。

報酬割増ファンドの形成が，以前より直接的に

純利益の獲得とその増大にリンクするように

なったのである。この改定の結果，専門的ス

タッフ（研究・開発部スタッフを除く）と一般

労働者・職員とで分離・差別化して形成・運用

されていた報酬割増ファンドは，すくなくとも

「純利益」という共通の算定ベースをもつこと

になったのである21）。

　第二の変更点は，1964－65年から年末報酬割

増金（Jahresendpramie：以下，年末手当）が

導入され，それが次第に報酬割増金制度の中心

に据えられるようになったことである22）。年末

手当が支給される条件は，各経営に課された

“粗利益”計画が達成されていること，年間報

酬割増ファンドによってすべての労働者・職員

の賃金・俸給（月額）の最低30％を支払えるこ

とであった。支給額は，最低で賃金・俸給（月

額）の30％，最高で2倍までとされた23）。

　この年末手当の導入は，専門的スタッフへの

報酬割増と一般労働者・職員への報酬割増に二

分されていた体系を一本化させる前提となっ

た。また，両者の間にあった格差を是正し，よ

り平等な報酬割増制度を作ることにもつながつ

た。さらに，全労働者・職員の関心を計画の達

成・超過達成に向けて，労働者・職員間の連携

を強める，といった効果も年末手当の導入に期

待された。

　第三の変更点は，人民所有経営が国家機関か

ら下達される主要計画指標（“粗利益”または

“純利益”）を除く追加的な計画指標を達成で

きなかった場合に，ファンド繰入れ額が削減さ

れるようになったことである。そうした追加的

計画指標には，新技術，輸出，契約遵守，品質

に関わるものがあり，それらのいずれかの達成

が各経営の活動の特殊性に応じて指示されてい

た。どの指標も達成できなかった場合，その削

19）BeschluB　Uber　die　Bildung　und　Verwendung　des

　einheitlichen　Pramienfonds　in　den　volkseigenen

　und　ihnen　gleichgestellten　Betrieben　der　Indus－

trie　und　des　Bauwesens　und　in　den　WB　im
　Jahre　1964　vom　30．Januar　1964，in：GβL．艶‘Z

∬，Nr．10，S．80ff．；Helmut　Leipold，　W玩8cんα弄古8一μπd

　σθ8eZZ8cんα1捗88：y8オeητε　　‘π匹　施rgZθ‘cん，5．，bearbeitete

　Aufl．，Stuttgart　1988，S．240．

20）Verordnung　aber　die　Bildung　und　Verwendung

　des　Pramienfonds　in　den　volkseigenen　und　ihnen

　gleichgestell七en　Betrieben　und　den　VVB　（Zen－

　trale）fur　das　Jahre　1969　und　1970　vom　26．Juni

　1968，in：GB、乙．艶‘Z∬，Nr．67，1968，S．490f£

21）すでに専門的スタッフ（研究・開発部スタッフを
　除く．）と一般労働者・職員との間には，賃金等級・

　賃率上の格差，したがって賃金ファンド額の格差が
　存在していた。そのうえ，さらに繰入れ率の格差が

　加わると，一般労働者・職員のモティベーションは
　低下する可能性があった。新しい制度では，経営自

　体の成果（利益）が個々人に還元されるという点が
　より見えやすくなったといえよう。
22）Autorenkollek七iv，1）‘e　Fオπαπzeπ（オer　1π（1μs師e‘η

　der　De厩scんeπDeπLOんrαε‘8cんeπRepubZ漉，　Berlin

　1966，S．148．

23）Johannes　Frerich！］Martin　Frey，α．α．0．，　S．135．
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減率は最大で40％から65％（1960年代後半）に

のぼった。

③改革路線の変更と新しい物的刺激ファンド

（a）報酬割増ファンドの制度改定．

　経済改革からの路線変更が行われた1970年代

初頭には，再び報酬割増ファンドの繰入れ条件

や繰入れ額の変更がなされた。71年からファン

ドに繰入れられる基本額は，国家機関から絶対

額で提示されるようになった24）。この変更は，

72年以降の制度改定25）につながるものとなっ

た。改定の第一の柱は，報酬割増ファンドへの

資金繰入れ条件の変更である。それまで資金繰

入れは，計画指標“純利益”にのみリンクして

いたが，72年からは2つの計画指標（“商品生産

高”と“純利益”）の超過達成率に応じて，あ

らかじめ国家機関から提示された基本額（絶対

額）に上乗せする方式がとられるようになっ

た。“商品生産高”計画の1％の超過達成に対

しては基本額の1．5％が，“純利益”計画の1％

の超過達成に対しては基本額の0．5％が追加的

に繰入れられることになった。計画が未達成の

24）Verordnung　Uber　die　Bildung　und　Verwendung

　des　Pramienfon4s　und　des　Kul七ur－und　Sozial－
　fonds　fUr　das　Jahre　l971　vom　20．　Januar　1971，　in：

　G．B五．艶‘Z∬，Nr．16，1971．第2条参照。

25）Verordnung曲er　die　Planung，　Bildung　und　Ver－

　wendung　des　Pramienfonds　und　des　Kultur－und
　Sozialfonds　fUr　volkseigene　Betriebe　im　Jahr　1972

　vom　12．　Januar　1972，　in：GBL．艶‘Z∬，1972，

　S．49f£；Zweite　Verordnung　aber　die　Planung，

　Bildung　und　Verwendung　des　Pramienfonds　und

　des　K：ultur・und　Sozialfonds　f廿r　volkseigene

　Betriebe　vom　21．　Mai　1973，　in：（沼L，艶‘Z　Z，1973，

　S．293f£；Anordnung　Uber　die　Anwendung　von
　墨timulierungssatzen　fU士den　Pramienfonds　bei

　Uberbietung　der　staatlichen　Aufgaben　zur　Ausar－

　beitung　der　Jahresvolkswirtschaftsplane　vom
　5．August　1981，in：（沼L．艶〃　∫，Nr．25，　S．311f£

　このほか，閣僚評議会令の4つの施行令
　（DurchfUhrungsbestimmullg）についても参照。

場合には，それぞれ1．5％または0．5％が基本額

から削減された。

　こうした“商品生産高”計画に重心を移した

ファンドへの資金繰入れ条件の変更は，利益獲

得の重視という経済改革期の基本路線を弱めた

ように見える26）。コスト削減や投入・産出関係

の改善の前に，まずは粗生産高を増加させると

いう考え方が優先されたからである。反面，こ

の変更は，全労働者・職員を対象に支給されて

いた年末手当中心の報酬割増の支給を，多くの

経営に拡大するものでもあった。やや誇張して

いうなら，投入・産出関係が十分に改善できな

くても，したがって“純利益”計画の達成度が

不十分であったとしても，なんらかの方法で中

間消費の水増し（投入増）噛が行われれば“商品

生産高”計画（粗生産高）の達成は可能である27）。

そのような計画指標に重心を移したことによ

り，収益性の問題が棚上げにされたが，報酬割

増ファンドの形成はより多くの経営において容

易になるはずであった。それは，先述の年末手

当の支給対象となった労働者・職員の数の増加

に反映された。1969年には生産的分野の就業者

数の約27％に相当する170万人に，1972年には

その倍以上の370万人に年末手当が支給される

ようになった28）。

　改定の第二の柱は，各経営が，上記の2つの

26）Helmu七Leipold，α．α．0．，S．240－242．

27）ハンガリーのコルナイ・ヤーノシュの「ソフトな

　予算制約論」参照。コルナイ・ヤーノシュ（盛田常夫
　国訳）『「不足」の政治経済学』岩波書店1984年，184－

　186頁。Rudolf　K：nauff，Die　Funk七ionsmechanismen

　der　Wirtschafbssysteme，in：Hannelore　Hame1
　（Hrsg．），80z‘αZe　漁rた伽‘r孟8cんα拶　一Soz‘αZ‘8ε‘8cんe

PZαπω説8Cんα1乞’捌πV壱r8Ze‘CんBμπde8r¢ρ剛漉

De鵬。んZ侃d－D1）R，MUnchen　1989，S．61f£も参照さ

　れたい。

28）Die　Staatliche　Zentralverwaltung　fUr　S七a七istik

　（Hrsg．），α．α．0．，S．19；Johannes　Frerich五Martin

　Frey，α．α．0．，S．135．
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指標が提示する目標を年度途中で変更できるよ

うになったこと，その目標値を上回る実績に対

して，ファンドへの追加的繰入率が引き上げら

れたことである。変更後は，“商品生産高”計画

の1％の超過達成に対しては基本額の2．5％（通

常は1．5％），“純利益”計画の1％の超過達成に

対しては基本額の0．8％（通常は0．5％）が繰入

れられることになった。この措置は，計画の変

更に関する経営側の裁量の幅を広げるもので

あったと同時に，その積極的行動に追加的な刺

激を与えるものでもあった。

　第三の柱は，2つの計画指標が未達成だった

場合の，報酬割増ファンド（基準額）の削減率

が最大で20％に設定されたことである29）。1960

年代後半の高い削減率（40％～65％）は廃止さ

れ，一気にその縮小が図られたわけである。こ

こでもまた，経済改革期とは異なり，経営内の

労働条件を優先する考え方が重視されるように

なったことが確認できる。ウルブリヒト政権か

らホーネッカー政権への転換と，「経済政策と

社会政策の統一」という基本路線の登場が，こ

うした変化の底流にあったことが考えられる。

（b）業績ファンドの登場

　報酬割増金制度を補完するべく，1972年には

業績ファンドが新たに設けられた。その背景に

は，報酬割増ファンドや文化・社会ファンドの

導入によっても，期待したほど利益獲得への意

欲が高まらなかった，という党・政府の状況認

識があった30）。71年のドイツ社会主義統一党第

8回党大会で「経済政策と社会政策の統一」が

喧伝されたことを根拠に労働者・職員の労働・

29）Bundesministerium　fUr　innerdeutsche　Bezie－
　hungen（Hrsg．），α．α．0．，S．847．
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　　生活条件の急速な改善が求められたのは，その

　　流れを汲んだものだといえよう。

　　　報酬割増ファンドが個々の労働者・職員への

　　手当として支給されたのとは異なり，業績ファ

　　ンドは，（1）交替制労働者への優遇，（2）保養・休

　　暇施設，住宅斡旋などに関連するサービス，（3）

　　市町村レベルの自治体が建設する保育園・幼稚

　　園への金融支援，（4）労働者・職員の個人住宅の

　　新設や改修への支援などに運用されるファンド

　　であった。使途の一部は文化・社会ファンドの

　　それと重複する可能性もあったので計画作成段

　　階でその調整が行われた。

　　　また，業績ファンドは，報酬割増ファンドや

　　文化・社会ファンドとは違って，一定の制約の

　　もとで（ファンドの25％を上限とする）経営内

　　の合理化諸施策（設備投資）に使用することが

　　認められていた。この点は，のちの経済危機の

　　なかで業績ファンドの形成目的が本来のそれか

　　ら乖離していく端緒となった31）。

　　　業績ファンドへの資金繰入れは，他のファン

　　ドと同様にいくつかの条件と結びついていた。

30）Ebenda，S，826．

31）この使途に対する要請は以後一層強まり，82年の
　『業績ファンド令』（国家計画委員会の長と財務大臣

　の連名）では，その「基本原則」において労働・生

　活条件の改善よりも優先して記載されていた。
　Anordnung　Uber　die　Planung，　Bildung　und　Ver－

　wendung　des　Leistungsfbnds　der　volkseigenen
　Betriebe　vom　11．Juni　1982，in：GBL．艶‘Z」r，Nr．24

　S．429・431．第1条第3項，第11条，第12条を参照され

　たい。それは83年の『業績ファンド令』（財務大臣と

　国家計画委員会の長の連名。82年と左右が逆転して
　いる）において訂正され，さらに87年の政令で，業

　績ファンドは労働・生活条件の改善にのみ運用され

　ることになる。Anordnung　tiber　die　Planung，

　Bildung　und　Verwendung　des　Leistungsfonds　der

　volkseigenen　Betriebe　vom　14．April　1983，in：GBL．

　艶‘Z　Z，Nr．4，S．121－122；Anordnung　曲er　die

　Planung，　Bildung　und　Verwendung　des］」eis－

　tungsfonds　der　volkseigenen　Betriebe　vom
　29．Januar　1987，in：GB五．乃‘Z」r，Nr．3，S．18－19．これ

　らの変化の背景には，「資金自己調達の原則」の強

　化，財政危機などの問題が関わってくるが，その検
　討は他日に期したい。

一222一



東ドイツにおける物的刺激ファンドの改革

第一は，労働生産性の引上げである。業績ファ

ンド計画の作成時点で，労働生産性を1％超過

達成することを目標に掲げた場合，生産労働者

の賃金ファンドの1．2％をファンドに入れるこ

とが認められた。また，実際に国家計画条項

“労働生産性”が1％超過達成された場合に

は，0．8％のファンド繰入れが認められた。第

二の条件は，エネルギー，原料，資材の節約で

ある。エネルギー消費の削減によるコスト引下

げが成功した場合には節約額の40％が，燃料・

資材消費の消費削減によりコスト引下げが成功

した場合には節約額の15％’が繰入れられた。第

三の条件は，品質の向上と新製品の開発であっ

た。高品質製品に対する価格割増ならびに新製

品や改良品によって得られた追加的利益の最大

25％，アフターケアや保証サービスにおけるコ

スト削減によって生まれた資金の10％が業績

ファンドに繰入れられた32）。

（c）青年社会主義者口座

　1970年代半ばには，報酬割増ファンドや業績

ファンドに加えて，青年社会主義者口座を用い

た物的刺激の手段が作り出された。この制度

は，青少年の活動を生産性向上運動，研究開

発，職場におけるコスト削減運動に結びつける

ためのものであった33）。口座資金は，青少年が

日常的に利用する施設（青年クラブ，ディスコ，

ユースホステル等）の整備や，自由ドイツ青年

同盟（Die：Freie　Deutsche　Jugend）34＞が主催す

る各種の行事，文化活動，スポーツ，旅行の助

成，表彰活動，記念館・記念室の建築・維持・

32）Anordnung　Uber　die　Planung，　Bildung　und　Ver－

　wendung　des　Leis七ungsfonds　der　volkseigenen
　Betriebe　vom　15．Mai　1975，in：G二BL．胴Z！，NL23，

　S．416－417．

管理に用いられた。つまり，報酬割増ファンド

のような個々の労働者への手当としてではな

く，青少年が働く職場，生活する地域，そして

公共施設で享受することのできるサービスのた

めに，一この遷座資金は使われていたのである。

経済的刺激という意味では，間接的な作用を

狙った制度であるということできよう。

　青少年の奨励・育成事業に必要な資金は，各

経営の（1）超過純利益，（2）業績ファンド，（3）計画

費用の削減によって生じた資金から調達され

た。これらの源泉から青年社会主義者ロ座に

は，つぎの基準が充たされたときに資金が繰入

れられた。

　第一に，青年労働者集団・青年研究者が，“労

働生産性”計画（単位：マルク／人数）を1

パーセント超過達成することに，計画された年

間賃金総額（青年労働者集団・青年研究者の賃

金総額〉の0．5パーセントが青年社会主義者口

座に繰入れられた。第二に，青年労働者・青年

研究者の活動を通じて超過達成された成果の

5．0パーセントが青年社会主義者口座に繰入れ

られた。第三は，業績ファンドからの繰入れで

ある。それについては，業績ファンドに関する

財務省令によって規定されていた35）。このよう

にして形成された口座資金のうち25％は当事者

が働く経営で用いられ，さらなる25％は郡や市

33）Horst　Marx　l　Fred　Ma七ho　l　Uwe　Moller　l　Gerhard

　Schilling，1）‘eωか♂8cんαβZ‘cんe　1～ecんπμπ881銘んrμ1zg，

　Berlin　1981，S．173－174．

34）FDJは，ソ連占領下の地方自治体に設置された反
　ファシズム青少年委員会を母体とし，1946年3月7
　日にエーリヒ・ホーネッカーを議長に設立された。

　当初は，選挙権有資格年齢の18歳への引下げ，労働

　現場での安全運動，同一労働・同一賃金，教育を受

　ける権利など民主的な改革を主張する組織であった

　が，東ドイツの建国以降は体制内化していった。

　Bundesministerium　ftir　innerdeutsche　Bezie－
　hungen（Hrsg．），エ）jDB－1∫αη（1bμcんA－L，…S．451－452．

一223一



経済学研究　第70巻第4・5合併号

区の評議会が管理する口座に，そして残りの

50％は「青年社会主義者中央口座」に納付され

た36）。

④経済危機下の物的刺激ファンドの改定

　1980年代に入り，それまで創設されてきた物

的刺激ファンドは，経済危機を背景にどのよう

な変化を遂げたのだろう37）。82年に改定された

報酬割増ファンドに関する政令（83年1月1日

発効：以下，『報酬割増ファンド令』）38）と，82

年と83年前連続して改定された『業績ファンド

令』について，以前の制度と比較しながら，そ

れぞれの変化の特徴点を検討しよう。

（a）報酬割増ファンドの変化

　ファンドへの資金繰入れの条件については，

1972年以降の制度との異同を確認できる。毎年

ファンドに繰入れられる金額の基礎は，以前と

35）1972年の財務省令で初めて導入された業績ファン

　ドであるが，そこから青年社会主義者口座に資金繰
　入れが行われるようになったのは，1975年の改定以
　降である。以後，1982年，1983年の改定時にも，こ
　の資金繰入れに変更はなかった。

36）Gemeinsamer　BeschluB　des　Ministerrates　der

　Deutschen　Demokratischen　Republik　und　des
　Zentralrates　der：Freien　Deutschen　Jugend　tiber

　die　Bildung　und　Verwendung　des”Kon七〇s　junger

　Sozialisten1’in　volkseigellen　Betrieben，Kombinaten，

　Staatsorganen　und　s七aatlichen　Einrichtungen
　vom　21．　Marz　l974，　in：（｝BL．艶‘Z　Z”S．191．の第3

　条第1項，Anordnung　Uber　die　ZufUhrung　und

　Verwendung　der　Mittel　des”Kontos　junger
　Sozialisten”vom　23．　Ok七〇ber　1975，　in：GB五．艶‘Z」r，

　S695．第2条第1項参照。

37）文化・社会ファンドと青年社会主義者口座につい
　ては，大きな変更点はなかったので，以下では割愛
　する。

38）Verordnung　tlber　die　Planung，　Bildung　und　Ver・

　wendung　der　Pramienfonds　fUr　volkseigene
　Be七riebe　vom　9．September　1982，in：GBL．乃‘Z

　∫，Nr．34，1982，　S．595f£；Erste　DurchfUhrungsbe－

　stimmung　zur　Verordnung　aber　die　Planu119，

　Bildung　und　Verwendung　der　Pramienfonds　fUr
　volkseigene　Betriebe　vom　9．　September　1982，in：

　GBL。｛距‘Z∫，Nr．34，S．598ff．

同様に「フルタイム雇用の労働者・職員1人当

たりの基本額」であり，それに計画された労働

者・職員数を乗じて計画指標“報酬割増ファン

ド”が決定された。またその際，前年の基本額

が考慮された（『報酬割増ファンド令』第3条）。

このように，報酬割増ファンドの基礎が経営の

業績とは直接関係なく決定されるようになった

ことで，経営間の相違による格差は事前に調整

されることになった。しかし，業績向上への動

機づけという観点からは問題が残る措置であっ

たように思われる。

　1950年代以来インセンチィヴ付与に向けて試・

みられてきたのは，生産高計画や利益計画の達

成・超過達成と，報酬割増ファンドへの資金繰

入れとをリンクさせることであった。その形態

は変遷し，70年代末までに“商品生産高”と

“純利益”の二つの計画指標に連動するように

なったことは見てきた通りである。その後，経

済危機が深化し，コスト削減と生産力基盤の拡

充が新たな課題となった80年代初頭には，“純

生産高”と“輸出（外貨マルク建て）”が追加

的資金繰入れの基準として付け加えられた（第

4条第1項）。経営の業績を生産性引上げの観

点から評価するという考え方や，外貨獲得に向

けて加工品の輸出を拡大すると同時に原燃料輸

入を確保するという目的が，こり変化の背景に

あったといえよう。

　この4つの指標のうち2つは国家計画委員会

によって毎年選択され，』閣僚評議会の承認を得

たのちに各経営に指示されることになった。ど

の指標が指示されるかは各経営の個別事情を考

慮して，所轄の国家機関（国家計画委員会，部

門別工業省，財務省，労働・賃金庁）と労働組

合本部との調整によって決定された。指示され

た2つの計画指標が超過達成された場合には，
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前述の計画指標“報酬割増ファンド”に追加的

に資金が繰入れられた（上限200マルク）。追加

的繰入れの基準額は，以下の通りである39）。

“商品生産高”1％超過達成につき労働者・職

　員1人あたり15マルク

“純利益”1％超過達成につき労働者・職員1

　人あたり5マルク

“純生産高”1％超過達成につき労働者・職員

　1人あたり10マルク

“輸出（外貨マルク建）”1％超過達成につき

　労働者・職員1人あたり20マルク

　このように，1980年代に入ってからは，各経

営の個別事情に対応して計画指標が提示される

ようになったが，指標の最終的選択と承認は，

国家計画委員会などの関係省庁の手に委ねられ

たままであった。しかも，第4条第2項では，

「一般的には“商品生産高”と“純利益”」が

想定されねばならない」と規定されている。そ

の意味では，改定前の制度と大きな違いはな

かった。

　だが，1982年の『報酬割増ファンド令』には

新たな規定も盛り込まれた。「コンビナート長

は，毎年，自由ドイツ労働総同盟（Der　Freie

Deutsche　Gewerkschafしsbund：以下，：FDGB）

本部の承認を得たうえで，報酬割増ファンド繰

入れのための追加的条件を決定する」ことに

なったのである（第5条）。その追加的条件と

は，「（1）純生産高，（2）商品生産100マルク当たり

の原燃料・資材コスト，．（3）社会主義圏・非社会

主義圏別に外貨換算される輸出額，（4）建設業の

コンビナート・経営の商品生産高（5）労働生産性

の引上げ，（6）原価引下げ，（7）住民向けの完成品

生産，（8）高品質製品（Q製品）の生産」である。

コンビナート長は，これらのうちから2つの指

標（重複分は除く）を選び，その達成を傘下の

経営に要請することになった。このように報酬

割増ファンドの形成にかかわる権限の一部が中

央省庁からコンビナートに移されたことは，

1970年代末のコンビナート改革から80年代初頭

の経済計算制改革にかけて実施された分権化の

流れに合致するものであった。

　これに加えて，報酬割増ファンドの削減率に

も変化があった。1982年の『報酬割増ファンド

令』以前は，“商品生産高”計画と“純利益”

計画が未達成の場合にはファンドの基本額から

20％を上限に削減が認められていたが，それは

廃止された。ただし，先の4つの主要指標（そ

のうち2つ）の超過達成が！％未満だった場

合，予定繰入れ額40）は上記の基準額を算定ベー

スに縮小された。例えば，“純利益”の計画額が

0．5％だけ超過達成された場合には，労働者・

職員1人あたり2．5マルクが報酬割増ファンド

に追加的に繰入れられた。また，コンビナート

長が決定した2つの追加的指標の超過達成率が

1％に達しなかった場合には，それぞれの指標

について予定繰入れ額の25％が削減された。い

ずれにしても，報酬割増ファンドの基本額は維

持されることになったのである。

　報酬割増ファンドの基本額の形成に必要な資

金は，原則的に各経営の純利益から調達され

た。また，追加的指標の超過達成を前提とする

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40）　『報酬割増ファンド令』第4条第5項では，その
39）　『報酬割増ファンド令』第4条第6項では，選択　　　　　基準額を国家計画委員会などの省庁とFDGB本部が

　された2つの指標が未達成の場合に計画指標“報酬　　　　　共同で決定するという規定はあるものの，指標ごと

　割増ファンド”で与えられている金額を下限に，上　　　　　の基準額は，主要指標とは異なり具体的に示されて

　記と同じ比率で減らされることになっている。　　　　　　　いない。
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繰入れ資金は超過純利益から調達された。この

うち超過純利益からの資金繰入れは，1983年末

までは純利益控除の国庫納入後に行われたが，

翌84年からは，コンビナートや経営の超過純利

益からの財務ファンド形成が純利益控除の履行

よりも優先されることになった41）。この変更

は，国家歳入を減らすことになったが42），その

反面でコンビナートや傘下経営における財務

ファンド，とりわけ報酬割増ファンド，業績

ファンドなどの形成に自由裁量の幅が与えられ

ることになった。それは，党・政府が企図して

いた「資金自己調達の原則」の徹底に関連する

措置でもあった。

　こうしたコンビナートや傘下経営に有利な制

度変更は，“純利益”計画が達成できなかったと

きの救済にも現われた。実際に獲得した純利益

がその計画額に満たず，報酬割増ファンドへの

繰入れが出来なくなった経営には，救済措置と

してコンビナート本部に集中された純利益から

繰入れ資金が補給された（第7条第3項）。ま

た，“純利益”計画自体が達成できず，報酬割

増ファンドの基本額が確保できなかった場合に

は，その不足分がコンビナート本部で形成され

る準備ファンドから調達された（第7条第4

項）43）。

　先述の削減率の緩和にも連動する救済の網

は，経営内の専門スタッフや労働者・職員に生

産性向上のための経済的インセンチィヴを与え

る，という報奨割増金制度の本来の目的に反す

るものであった。ではなぜ，この分野では，

「ムチ」ではなく，「アメ」に重点が置かれる

ようになったのだろうか。

　その理由の一つは，報酬割増金の支給が，賃

金・俸給とならんで労働者・職員の重要な収入

源として固定化していたことにあったと考えら

れる。報酬割増金には，つぎの4種類があっ

た。

（1）イニシアチヴ手当：経営内（職場）内の競

　争を推進するための手当で，そこでのりー

　ダーとしての貢献に対して支給される。

（2）目的別手当：管理者と労働者個人（または

　労働集団）との書式または三頭での約束にも

　とづき，各種の業績指標ならびに重点課題の

　達成に結びつけて支給される。

（3）課題別手当：新しく開発された生産方法や

　新製品の生産に関連させて支給される手当。

（4）年末手当：年間を通して労働者・職員全体

　の物的関心を高めるための手当。

　これらのうち，（1）～（3）は，生産性向上や効率

性の追求，科学技術課題の実現，原燃料・資材

の節約，輸出拡大，品質向上といった具体的な

課題と結びついている手当であり，経済危機下

41）Anordnung　hber　die　Finanzierungsrich七1inie

　fUr　die　volkseigene　Wirtschaft　vom28．　Januar

　l982…，　S．114；Anordnung｛iber　die：Finanzierungs・

　richtlinie　f顎r　die　volkseigene　Wirtschafb　vom
　14．Apri11983，　in：αB乙．艶‘Z　1，　Nr．11，1983，　S．111．

42）1981年から84年にかけて，純利益控除は420億マル

　ク，535億マルク，556億マルク，404億マルクと推移

　した。82年の急増は経済計算制改革（完全履行の要

　請）の効果であり，84年の激減は財務ファンド重視

　の方針転換の結果であると考えられる。前掲，拙稿
　「東ドイツにおける投資金融改革…」182頁の第2表
　参照。

43）なお，準備ファンドについては，1982年の資金運

　用指針で詳しく規定されている。財務ファンドのう

　ち，準備ファンドによる補填が認められているのは

　報酬割増ファンドだけであった。これとは逆に，予
　備ファンドからの転用が禁止されていたのは，固定

　設備投資ファンドへのそれであった。Anordnung
　Uber　die：Finanzierungsrichtlinie　fUr　die　volksei－

　gene　Wirtschafb　vom　28．Januar　1982…，　S．118．1983

　年の資金運用指針では，合理化機械のコンビナート

　での内部製造への転用は認められた。Anordnung
　並ber　die：Finanzierungsrichtlinie　f廿r　die　volksei－

　gene　Wirtscha銑vom　14．April　1983…，　S．119．
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で重視されるべきものであった。しかし，制度

的にも，実態的にも最も優先されていたのは，

経営内の労働者・職員全体に関わる年末手当で

あった。年末手当は，前年度の実績にもとづ

き，フルタイム雇用の労働者・職員1人当たり

の平均支給額で計画されるが，「交替制勤労

者」，「輸出課題の遂行に携わる勤労者」などに

ついては，より高額の支給が認められていた

（第9条第2項～第3項）。それだけでなく，

年末手当が前年水準を下回るケースが生じた

時，先の（1）から（3）への支給がカットされ，それ

が年末手当の支給に転用されることになってい

た。

　このように，他の報酬割増金に優先して支払

われていた年末手当は，報酬割増ファンド全体

の70～80％を占めていた。1人当たりの支給額

を過去に遡ってみると，1968年には平均して

390マルク（当時の労働者・職員の平均月収の

56％），72年には650マルク（平均月収の79％），

75年には764マルク（平均月収の85％），81年

には832マルク（平均月収の79％）が支払われる

までになっていた44）。「クリスマス祝い金」

（Weihnachtsgratifikation）のように，各家計

の定期収入と化していた年末手当の削減は，経

営内の労働者・職員の既得権を奪うことになり

かねなかった。70年代初頭以来の「経済政策と

社会政策の統一」の継続を掲げる党・政府そし

て労働組合にとって，その削減は非常に困難で

あったに違いない。

（b）業績ファンドの変化

　経済計算制改革が開始された1982年1月28日

以降，『業績ファンド令』は82年と83年の二度に

わたって改定された。以下では前者の特徴をつ

かんだうえで，後者と比較することにしよう。

　1982年6月11日付公布の『業績ファンド令』

は，生産的消費（エネルギー，原燃料・資材）

の削減，労働生産性の向上，製品の品質向上を

業績ファンド形成の条件としてあげている（同

令第2条～第6条参照）45）。これらのなかで第

一の条件としてあげられたのが生産的消費の削

減であった（82年以前は，労働生産性の上昇）。

第2条第1項は，四半期ごとに定められたエネ

ルギー源の節約がなされた場合，それに相当す

る金額の50％が業績フォンドに繰入れられるこ

とを認めた。従来の40％からの引上げに象徴さ

れるように，エネルギーや原燃料の節約はこの

当時の東ドイツにとって焦眉の課題だった。ま

た，第3条第1項では，国家計画条項”商品生産

100マルク当たりの原料・資材コスト”が達成さ

れた：場合，労働者・職員（フルタイム雇用）1

人につき10マルクが業績フォンドに繰入れられ

ることが約束された。さらに第3条第2項は，

上記の条項が超過達成（計画額よりも多く節

約）された場合，1パーセントの節約がなされる

ごとに，労働者・職員（フルタイム雇用）1人

につき10マルクが業績フォンドに繰入れられる

ことを定めた。従来は，コスト削減額の15％で

繰入れ額の算定が行われていたが，82年からは

労働者・職員ユ人当たりの基本額が基準となっ

たことにより，個々の労働とその報酬の関係が

44）Die　Staa七liche　Zentralverwaltung　fUr　S七atisもik

　（Hrsg．），α．α．0．，S．129；Bundesministerium　fUr　in－　　　　45）Anordnung　Uber　die　Planung，Bildung　und　Ver－

　nerdeu七sche　Beziehungen（Hrsg．），D1）R　l研αη，（1－　　　　　wendung　des　Lleistungsfonds　der　volkseigenen

　bμcん．A必，…，S．849．平均月収に占める割合は，これ　　　　　Betriebe　vom　11．　Juni　1982，　in：GBL．乃‘Z∫，

　らの資料の数値から計算した。　　　　　　　　　　　　　Nr．24，S．429－430．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一227一
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以前よりもわかりやすくなった。

　労働生産性の向上との関連では，つぎのよう

な新しい資金繰入れ基準が定められた。対前年

比で労働生産性が10％以上上昇した場合には生

産労働者の賃金フォンドの0．8％が，5％以上～

10％未満の場合には0．4％，5％未満の上昇の場

合には0．2％が業績ファンドに繰入れられた。

82年以前は，”労働生産性”計画の1．0％の超過達

成に対して0．8％～1．2％の繰入れが認められて

いたのに対して，この改定により労働生産性の

伸びに期待が集められることになったのである

（『82年業績フォンド令』第4条および附則

1）。それは，当時見られた労働生産性の伸び

率の低下（前掲第1表）に歯止めをかけるべく，

計画の達成により大きな刺激を与えるための措

置であったといえよう。

　製品の品質向上との関連では，1982年の改定

前と同様に，品質保証マーク「Q」の付いた製

品に価格上乗せがなされること（同令第5条第

1項），新製品・改良製品に追加利益が認められ

ること（同二二5条第1項）を条件に，価格上

乗せ額あるいは追加利益の最高25パーセントが

業績フォンドに繰入れられることになった（同

令附則2．）46）。

　以上で確認した業績ファンドの形成に関わる

条文の内容は，1983年の改定の際に全て削除さ

れた。かわって導入されたのが，超過純利益の

事前割当制度であった47）。先に見てきたよう

に，従来は，超過純利益から純利益控除が差し

引かれた後の留保分が業績ファンドへの資金繰

入れの原資であった。しかし，83年の『業績

46）さらに，不良品の廃棄・補修・保証サービスコス

　トの引下げに関する計画指標の達成または超過達成

　を条件に，コスト引下げ額の10パーセントが業績
　ファンドに繰入れられていた（同令第6条）。

第70巻　第4・5合併号

　　ファンド令』が発効した84年以降は，同日公布

　　された『資金運用指針に関する財務省通達』の

　規定にしたがって，純利益控除前の超過純利益

　　（あるいは計画を超えて獲得された輸出収益）

　　が繰入れの原資となり，その一部が業績ファン

　　ドに割当られた。また，繰入れの条件は，以前

　　のような生産的消費の削減，労働生産性の上

　　昇，製品の品質の向上といった基準ではなく，

　　超過純利益の獲得に一本化されることになつ

　　た。この変更は，国家歳入を犠牲する可能性を

　　含んだものであったが，経営やコンビナートに

　　とっては先の報酬割増ファンドとともに業績

　　ファンドを増やすことにつながる措置でもあっ

　　た。

おわりにかえて

　本稿を締めくくる前に，物的刺激ファンド

（文化・社会ファンドを除く）の資金源，そし

てまた各種ファンドへの繰入れ条件となった

「利益」（純利益，超過純利得）の1980年代の動

向と，非常に短期的な制度変更との関連を，第

5表を用いながら確認しておこう。

　同表にみられるように，1980年代初頭は国内

総生産のマイナス成長・ゼロ成長が続き，工業

部門のコンビナートが得た粗利益の動向は思わ

しくなかった。そうしたなかで，82年1月に始

動した経済計算制改革は，生産高，コストダウ

ン，利益の増大に関連する計画指標の達成とな

47）Anordnung　Uber　die　：Finanzierungsrichtlinie

　f菰rdie　volkseigene　Wirtschaft　vom　14．　April

　1983，in：GBL．乃‘Z∫，Nr．11，S．111－112．第3

　条第1項および第5条第1項。Anordnung　aber
　die　Planung，Bildung　und　Verwendung　des　Leis－

　tungsfonds　der　volkseigenen　Betriebe　vom　14．
　Apri11983，　in’GB五艶‘Z∫，Nr．11，S．121．第3条。
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第5表　工業省直轄コンビナートにおける経営利益の運用歯
［100万マルク、％］

年
粗利益

iA）

運用された純利益

@　　（B）

うち、純利益控除

@　　（C）

留保純利益
iD）＝（B）一（C）

GDP伸び率
@（参考）

1980 59，271 46，538 34，644 11，894 一〇．5

1981 63，358 48，892 36，271 12，261 0．9

1982 57，375 49，928 40，306 9，622 一1ユ

1983 57，628 52，250 39，888 12，362 0．7

1984 51，619 40，879 25，720 15，159 2．1

1985 54，474 46，799 28，601 18，198 2．3

1986 43，998 37，635 25，548 12，087 一〇．6

1987 51，333 40，784 30，000 10，784 一〇．4

1988 55，018 44，334 27，384 16，950 0．6

需工業導管穿下のコンビナートのみの集計である。1982年は，経済計算制改革が始動した年。

資料：拙稿「東ドイツにおける投資金融改革　一『資金自己調達』とその限界一」，『経済学研究』（北海道大学）第47巻第4

　　号，1998年3月，188頁．Staatliche　Zentralverwaltung　fUr　Statistik　Abteilung　4：Vertrauliche　VerschluBsache，　B

　　6－85！81，B6－38／82；B　6－62／83；B6－82／84；6－905／84；B6－800／85；B6－115187；B6－44／88；B6・249／89．

らんで，純利益控除（国庫納入義務）の完全履

行を求めた。それに呼応して82年には，粗利益

が大幅に減少したにもかかわらず，純利益控除

は前年よりも多く徴収されることとなった。そ

の結果生じた留保純利益の約30億マルクの減少

は，コンビナート傘下経営の財務ファンドの資

金不足を呼び起こしかねなかった。

　そうした事態が明白となったことを受けて，

1983年4月には前年に新しく施行されたばかり

の『資金運用指針』が改定され，留保純利益の

確保に向けて「国庫納入義務の完全履行」の規

定が削除されることになった。同『指針』が発

効した84年には60億マルク規模の粗利益の減少

があったが，純利益控除を大幅に減らすこと

で，前年を40億マルク上回る留保純利益が確保

された48）。また，この年からは超過純利益の事

前割当制度が導入され，純利益控除の国庫納付

48）純利益控除は，工業コンビナート分だけでも140億

　マルクの減少となったが，その減額と引き換えに，

　社会的ファンド分担金（原価回収方式で調達）とい

　う賃金税の導入による財政収入が見込まれていた。

　Verordnung　tiber　den　Beitrag　fhr　gesellschaftliche

　Fonds　vom　14．April　1983，in：GB五。艶‘Z∫，Nr．11，

　S．105ff．
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のまえに財務ファンドへの資金繰入れが行われ

るようになった。それにより，報酬割増ファン

ドも，業績ファンドも制度改定の恩恵を受ける

ことができたのである。

　以上でみてきたように1982年から83年への

『資金運用指針』の変更は，利益減という状況

が続くなか，どうずれば財務ファンド資金（と

くに投資資金や物的刺激ファンド）を確保でき

るのか，という観点から行われたといえよう。

それは，経済計算制の改革が，コスト削減と利

益増を伴う生産の増大を，ファンドの取り崩し

をも辞さない厳格な制度の下で実現しようとし

ていたのとは対照的であった。計画年度中に利

益計画の達成不能が発覚した場合には減・免税

による部分修正によって当座の問題を解決する

抜け道が与えられることになったのである。

　表向きは，国家財政への依存からの脱却，

「資金自己調達の原則」の強化という積極的な

意味を与えられた改革ではあった。しかし，そ

の結果生じる可能性のあったリスクを引き受け

る，あるいは赤字経営を救ったのは，結局のと

ころ国家財政であった。もちろん，その前段

に，傘下の経営を救済するという目的で，国家
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と経営の問にコンビナートという緩衝装置（コ

ンビナート本部に集中された純利益あるいは準

備ファンドが用いられる）が設けられてもい

た。しかし，その中間環としてのコンビナート

も，利益減のなかでは，国庫納入金の減免とい

う「補助金」によって助けられていたのである

（第5表の純利益控除参照）。

　さて，以上の状況を念頭に蓄いたうえで，目

を再び物的刺激ファンドに転じよう。報酬割増

ファンドの場合には，年末手当を優先する考え

方の定着が注目されるだろう。職場内で，年末

手当が賃金・俸給と同じような定期的収入とし

て支払われるようになると，重点的な課題の達

成とリンクする物的刺激ファンドとしての報酬

割増の意味は失われかねなかった。また，業績

ファンドについても，生産的消費の削減，労働

生産性の上昇，製品の品質の向上といった項目

がファンド増額の基準とされてきたのに対し

て，83年の改定以降はそれらの基準をまったく

廃止し，ファンドへの繰入れ額を財務省や計画

委員会が決定することになったのである。その

第70巻　第4・5合併号

　際，純利益の運用においては，財務ファンドの

　形成を優先する改定もなされたが，利益があが

　　らない状況下では，限られた資金を公定の基準

　　でファンドに繰入れることは困難になっていた

　　であろう。第5表からは，経済改革前の81年に

　　は約634億マルクであった粗利益が，その5年後

　　の86年（この年の第11回党大会において「資金

　　自己調達の原則の強化」が叫ばれた）に約440億

　　マルクに落ち込んでいたことが読みとれる。

　　　本稿が対象とした1980年代においては，経済

　　危機の深化が低利益の主要因としてあげられる

　　わけだが，問題はさらに国家と経営との問の温

　　情主義的関係のなかにも求められよう。とくに

　　後者の観点からは，経営に対する国家的救済

　　が，財務ファンドを介した物的刺激策を機能不

　　全に陥らせた原因にもなっていたと考えられ

　　る。その点のさらに実証的な検討は，他日に期

　　することにしたい。

〔秋田経済法科大学経済部　助教授〕
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